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艘疑者の勾留通知に関す-る事務処理方法について 勾留通知書を作成し、通知先の住所宛てに、普通郵便で通知する。

2 勾留通知結果の記録化

（11 勾留通知を実施した結果については、別紙2 「勾留通知結果」に所定の事項

を記載する2 （記栽方法については記蔽例を参照｡)。

なお、勾留質問調書への付記は不要。

また、被疑者が勾留通知をしてほしい人はいない旨、述べたときには「勾留

通知結果jの作成は不要。

（2） 勾留通知結果を作成した後、別紙3 「勾留になった場合の通知先等」の「勾

留通知」の該当ずる事項にチェックし、 「勾留通知結果」の「ロ作成済みj、 「ロ

即日」にチェックする｡)。（｢勾留になった場合の通知先等｣は刑事係の■■■

被疑者の勾留通知に噸する事務処理方法は下記のとおりです。

記

］ 被疑者の勾留通知は、勾留先の判明状況に応じて以下のとおりとする。 （別紙1

のチャート図を参照）

（1） 勾留通知先の電話番号の4ZJ､が判明してし､る場合

ア勾翻通知先に電話をかけて通知を試みるざ

イ 勾留通知先に電話したが、通知先が話し中又は応答しなかった場合には、

適当な時間を置いて'再度同じ番号に電話をかけて通知を試みる。

ウ イの結果、通知先が電話に応然しなかったときは、 「通知不能jとして取り

扱う。

ェ勾閉通知先に電話をかけた結果、 当該電話番号が使われていない琴、電話

による通知ができないことが明らかな場合には、再度電話をかけることなく

通知不能として取り扱う。

(21 勾留通知先の電話番号及び住所が判明している場合

ア勾留通知先に電話をかけて通知を試みる。

イ ァの結果、通知先が電話に応響しなかったときは、勾留通知書を作成し、

通知先の住所宛てに、普通郵便で通知する。ただし、 この方法による通知を

行う前に、適当な時間を置いて再度同じ番号に電話をかけて通知を試みるこ

とは差(_支えない。

(3) 通知先の住所のみ判明している場合
画

(ドッジファイル）に綴って、刑事係に引

き継ぐ｡）

（3） (1)で作成した『勾留通知結果〕は、刑事係の

ロ■■■■(ドｯジﾌｧｲﾙ)に綴って､刑
係から検察庁に送付する。

3 勾留に代わる観護措置への準用

上記の運用は、勾留に代わる観謹措瞭の場合に

刑

上記の運用は、勾留に代わる観護措瞭の場合につ

事係に引継ぎ、翌開庁日に刑事

いて準用する

観護措置の通知結果の書式は別紙4のとおり)。

(勾留に代わる

！ どの程度の時間をあけて魎話をかけ直すかは当直員において適宜判断して差支え厳いが、
電話のかけ直しは、勾留通知先がたまたま電話に出られない状況であった場合を想定してお
り、例えば、数分程度の時間を掻いてかけ直すことでも差支え雄い、

なお、 日直の職員が立ち会った勾留諭求事件の勾翻通知の電話が午後5時以降になる場合
にぼ、勾雷荊知本務は次か当面員（詳記官）に引き継ぐ．』
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１ 〔通知結果〕

口電話により即日通知済

口勾留通知書を普通郵便で発送済（ 即日 ・ 令和 年 月 日 ）

口通知不能

土浦簡易裁判所裁判所書記官③
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〔通知結果〕は，□にし点，通知日に「○」を付し，又は記入する。
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(ドｯﾁﾌｱｲﾙ)に綴る

↓

『勾留通知錯興｣に逼知結果を麗賊し

(注,)電艦が藍し中又は応答しなかった坦合1畳董員な廟錘軍6lZ迩吐窪鍾営電鱈が使われていなじ､等･電酷による通知が
で識［這這乃嫡溌奄瑞否ば鴎乞圖自の電霞を動ける垂な鍾麺不態と立員・

(注2〉三屡迩面菟力竃鳶Iﾐ応i露ふう諏合で蚕百豐趣埼唾睡瞥重要唾冨軍をかけなおすことは塾支えない。この潮合に･
再度竃雁しても相手が電鮭に応じなかったときは普通郵便による通知を行う｡

唖迅I



纂無
(別紙2） （別紙3）、

－

－－－ 一一一

勾留になった場合の通知先等
1

1

1

【記載例】 Ｆ
１
・
ｒ
Ｉ
ｌ
ｌ
０
０

1－ ~~－－
勾留場所I

一一 一一

勾留通知結果 一 ＝一一寺

一

被疑(被告）

被疑者氏名

被疑事件名

勾 留 日

勾留通知先（氏名）

e③、⑱

②．．③

令和⑨．‘1-°⑲n⑫●日

＠．、③

を除く）－－－

太
枠
の
中
だ
け
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

〔通知結果〕

‘電話により即日通知済
ロ勾留通知書を普通郵便で発送済（ 即日 ． 令和 年 月 日 ）

口通知不能

、土浦簡易裁判所裁判所書記

(注） 〔通知結果〕は， □にし点．通知日にIOjを付し，又は記入する．

J恢額ラ

I氏皇＄

ー

LI通知済み･(電話・普通郵便）
．通知不能（口即日留慶場所に迩絡依鱈弱

、

人，各胞設視察委員会汲
園億専管裁

判
所
記
入
棚

口即日通知済み（口認

留通知 ’口通知不能識（電篭し‐-－ ＆ ． ‐ 一_ －

雷謹釦|口作成済み（口即日

招Ｕ

価

コ

|結果 'ロ検察庁に送付済み（口即日 □（ ）／ 日
１
１
ｑ
Ｏ
■
ざ
■
■
？

〃之 罰： 琵一

（被告人） ’
氏 ． 名 I
一一一一一一一一一＝~一一一一

勾留の通知は，

口必要なし

口次のとおり
－－－一 ÷ 守 一

氏
I

f－ ．

:続
ｄ
Ｑ
Ｂ
Ｈ
Ｕ
９
ｌ
ｌ

通知先｜住

名
一
柄

や
１
１
１
１
日
■
Ⅱ
１
１
４
ｊ
Ｆ
Ｙ
ｌ
０
ｌ
９
Ｊ
７
ｌ

１４口

居

ト ロ

ト

１
１
１

電話番号

携帯番号！
1

一一一一面 一一一

一一

一
一

÷ ‐ －

－

－

一

一一一 申

－■ 一

－－

一▲●



ノー蒄迂

、

／一~、

(別紙4）
(別紙4）

【記載例】

観護措置通知結果
観護措置通知結果

､

少 年 氏 名

被疑 事件名

収 容 日

観護措置通知先（氏名）

少 年 氏 名

被疑事件 名

収 容 日

観護措置通知先(氏名）

③③③⑥

③●＠．、

令和．③年．④月の③日

③⑬．．

令和 年 月 日

〔通知結果〕

口電話により即日通知済

口観護措置通知書を普通郵便で発送済

（ 即日 ・ 令和 年 月 日 ）

口通知不能

土浦簡易裁判所裁判所番記官③

〔通知結果〕

g電話により即日通知済
口観護措置通知書を普通郵便で発送済

（ 即日 ・ 令和 年 月 日 ）

ロ通知不能

、土浦簡易裁判所裁判所書記

(注） 〔通知結果］は．□にし点，通知日に．｢○」を付し．又は記入する。
(注） 〔通知結果〕は・・口にし点．通知日に「○」を付し、又は記入する。
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